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今月の傷害事故・賠償事故の報告は、ありませんでした。 

 

【安全就業の取り組み】 

① 安全委員会・適正就業委員会 

 安全委員会・適正就業委員会を設置し、同委員会を開催、事業計画の策定、安全・就

業パトロールの実施、傷害事故・賠償事故の分析と事故内容の情報共有、事故防止対策

など安全意識の徹底を図っています。 

② 安全・適正就業パトロール 

 年間を通して、実施しています。 

安全・適正就業委員、事務局職員と共にパトロールを行い、服装や就業前ミーティン

グなど基本的な実施状況を確認しています。 

特に、剪定作業場所では、ヘルメットの着用、墜落制止器具（安全帯）の使用、脚立

や足場板の取り扱いなどの状況を把握しています。 

また、刈払機による除草作業現場では、飛石防止対策や作業中の安全確認等が、適切

に出来ているかをチェックし、不適切な場合は安全就業対策について検討し、改善を図

るよう指導・助言を行います。  

また、令和６年４月及び５月を安全就業強化月間とし、通常のパトロールに加え、 

  特別パトロールを実施します。 

③ 安全講習会 

 年１回（２月頃）、多くの会員に安全講習会を受講してもらえるよう、外部講師によ

る講演などを行い、事故等の報告をしています。 

 

安全就業ニュース 
こ 

安全就業スローガン 

「安全は 無理せず 焦らず 油断せず」 

（令和 5年度から令和 7年度） 

今月の事故 （令和６年４月） 

 
 
傷害事故報告 賠償事故報告 



「安全は全てに優先する。」という基本理念の下、会員とセンターが連携・ 

協力しながら、会員はより一層の安全・安心の意識向上に努め、この調子で 

事故ゼロをめざしていきましょう。 

「暑熱順化（しょうねつじゅんか）」をご存じですか？ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

暑熱順化とは暑い環境に体を慣れさせることをいいます。 

本格的に暑くなる前から、暑さに強い体を作っておくことは、熱中症対策にもつながり

ます。日頃から無理のない範囲で、汗をかく習慣を身に着け、暑さに体を慣らしていき

ましょう。 

 

個人差はありますが、暑熱順化で体が暑さに慣れるまでは、１～２週間かかるといわ

れています。ただし、高齢者や体を動かす機会が少ない人は、１ケ月程度かかることも

あるので、早めに取り組みを始めたほうがよいでしょう。 

 

  暑さに慣れる     早く汗をかく     体温上昇 STOP 

   

 

  ３０分 ／ 週５日ほど 

   １５分 ／ 週５日ほど 

   ３０分 ／ 週３日ほど 

 
  ３０分 ／ 週５日～毎日 

  
 ２日に１回程度 

 

※ いずれも、体が汗ばむ程度の無理のない範囲で実施することが大切です。 

※ 厳しい暑さとなった日は行わないことなど、時間帯やその時の環境に注意して 

行う必要があります。 

 

 

具体的な暑熱順化の方法 （目安）  


